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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成24年3月8日(2012.3.8)

【公表番号】特表2010-516770(P2010-516770A)
【公表日】平成22年5月20日(2010.5.20)
【年通号数】公開・登録公報2010-020
【出願番号】特願2009-547312(P2009-547312)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｄ
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｎ
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｙ
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １１１　
   Ａ６１Ｋ  45/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月13日(2011.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳類におけるチロシンキナーゼ阻害剤耐性ＥＧＦＲ仲介性疾患を治療するための医薬
組成物であって、該耐性ＥＧＦＲ仲介性疾患が変異体ＥＧＦＲを生じるＥＧＦＲにおける
二次変異の結果であり、該変異がＥＧＦＲｖＩＩＩ変異とは異なるものであり、変異体Ｅ
ＧＦＲに結合し阻害することが可能な抗ＥＧＦＲ抗体の有効量を含む、医薬組成物。
【請求項２】
　前記二次ＥＧＦＲ変異がＥＧＦＲチロシンキナーゼドメイン変異である、請求項１に記
載の医薬組成物。
【請求項３】
　前記チロシンキナーゼドメイン変異がＴ７９０Ｍである、請求項２に記載の医薬組成物
。
【請求項４】
　前記抗ＥＧＦＲ抗体がｍＡｂ８０６抗体またはその活性断片である、請求項１に記載の
医薬組成物。
【請求項５】
　前記ｍＡｂ８０６が組換え抗体またはヒト化抗体である、請求項４に記載の医薬組成物
。
【請求項６】
　前記抗ＥＧＦＲ抗体が、ＡＢＸ－ＥＧＦ（パニツムマブ）、ＤＨ８．３、Ｌ８Ａ４、お
よび／またはその活性断片から選択される、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
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　前記ＥＧＦＲ仲介性疾患が、癌であり、グリア芽腫、頭頸部癌、膵臓癌、肺癌、神経系
の癌、消化管癌、前立腺癌、卵巣癌、乳癌、腎臓癌、網膜癌、皮膚癌、肝癌、泌尿生殖器
癌および膀胱癌から選択される、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記癌が、肺腺癌、肺扁平上皮癌または非小細胞肺癌である、請求項７に記載の医薬組
成物。
【請求項９】
　癌患者におけるＥＧＦＲ仲介性腫瘍増殖を減少させるための医薬組成物であって、該癌
患者は予め１以上のチロシンキナーゼ阻害剤により治療され再発性疾患および腫瘍増殖を
発症しており、再発性疾患および腫瘍増殖が阻害および減少されるよう有効量の抗ＥＧＦ
Ｒ抗体を含む、医薬組成物。
【請求項１０】
　前記抗ＥＧＦＲ抗体がｍＡｂ８０６抗体またはその活性断片である、請求項９に記載の
医薬組成物。
【請求項１１】
　前記ｍＡｂ８０６が組換え抗体またはヒト化抗体である、請求項１０に記載の医薬組成
物。
【請求項１２】
　前記抗ＥＧＦＲ抗体が、ＡＢＸ－ＥＧＦ（パニツムマブ）、ＤＨ８．３、Ｌ８Ａ４、お
よび／またはその活性断片から選択される、請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　前記癌患者が、ＥＧＦＲチロシンキナーゼドメイン変異である二次ＥＧＦＲ変異を発生
する、請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　前記チロシンキナーゼドメイン変異がＴ７９０Ｍである、請求項１３に記載の医薬組成
物。
【請求項１５】
　チロシンキナーゼ阻害剤および抗ＥＧＦＲ抗体を含む、哺乳類におけるＥＧＦＲ仲介性
癌を治療するための医薬組成物であって、チロシンキナーゼ阻害剤に耐性のある潜在的な
二次変異体ＥＧＦＲを阻害するために、該抗ＥＧＦＲ抗体がセカンドライン療法としてチ
ロシンキナーゼ阻害剤による治療後に投与される、医薬組成物。
【請求項１６】
　前記ＥＧＦＲ仲介性癌が、グリア芽腫、頭頸部癌、膵臓癌、肺癌、神経系の癌、消化管
癌、前立腺癌、卵巣癌、乳癌、腎臓癌、網膜癌、皮膚癌、肝癌、泌尿生殖器癌および膀胱
癌から選択される、請求項１５に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　前記癌が肺腺癌、肺扁平上皮癌または非小細胞肺癌である、請求項１６に記載の医薬組
成物。
【請求項１８】
　前記チロシンキナーゼ阻害剤が可逆的チロシンキナーゼ阻害剤である、請求項１５に記
載の医薬組成物。
【請求項１９】
　前記可逆的チロシンキナーゼ阻害剤が、アニリニキナゾリン（ａｎｉｌｉｎｉｑｕｉｎ
ａｚｏｌｉｎｅ）であり、ゲフィチニブ、エルロチニブ、ＡＧ１４７８、ＳＴ１５７１お
よびＳＵ－６６６８から選択される、請求項１８に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　前記チロシンキナーゼ阻害剤が、不可逆的チロシンキナーゼ阻害剤である、請求項１５
に記載の医薬組成物。
【請求項２１】
　前記不可逆的チロシンキナーゼ阻害剤が、ＥＫＢ－５６９、ＥＫＩ－５６９、ＨＫＩ－
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２７２、ＨＫＩ－３５７およびＢＩＢＷ２９９２から選択される、請求項２０に記載の医
薬組成物。
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